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新
年
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

 

昨
年
を
振
り
返
り
ま
す
と
、
コ
メ
の
作
況
指
数

が
７
年
連
続
で
平
年
を
上
回
る
一
方
で
、
９
月
に

上
陸
し
た
台
風
18
号
の
影
響
に
よ
り
、
各
地
で
被

害
が
発
生
し
ま
し
た
。
被
害
に
あ
わ
れ
た
皆
様
に

は
、
改
め
て
お
見
舞
い
を
申
し
上
げ
る
次
第
で
す
。 

 

昨
今
の
台
風
被
害
は
計
り
知
れ
な
い
も
の
が
あ

り
、
自
然
の
驚
異
を
感
じ
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
一

刻
も
早
い
復
旧
を
願
っ
て
お
り
ま
す
。 

 

Ｔ
Ｐ
Ｐ
に
つ
き
ま
し
て
は
、
離
脱
し
た
米
国
を

除
く
11
か
国
で
協
定
の
発
効
も
視
野
に
検
討
が
進

め
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
、
Ｅ
Ｕ
・
Ｅ
Ｐ
Ａ
交
渉
の

合
意
に
つ
き
ま
し
て
も
、
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
等
の
国

境
措
置
が
確
保
さ
れ
た
と
し
て
も
、
本
道
の
農
林

水
産
な
ど
の
重
要
品
目
に
お
け
る
関
税
の
撤
廃
や

削
減
な
ど
に
よ
り
、
農
林
水
産
業
や
地
域
へ
の
影

響
が
懸
念
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

交
渉
妥
結
に
関
し
て
の
情
報
な
ら
び
に
今
後
の

動
向
を
注
視
し
て
ま
い
り
ま
す
。 

 

さ
て
、
農
業
委
員
の
改
選
に
よ
り
、
北
海
道
内

の
８
割
を
超
え
る
農
業
委
員
会
が
新
体
制
に
移
行

し
、
中
で
も
新
た
に
農
業
委
員
に
就
任
し
た
方
は
、

全
体
の
３
割
と
、
大
勢
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。 

 

石
狩
市
農
業
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
も
、
農
業

委
員
の
力
を
よ
り
一
層
結
集
し
、
石
狩
農
業
の
課

題
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
の
で
、
今
後
と
も
、

皆
様
の
ご
協
力
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

本
年
も
、
皆
様
が
無
事
に
豊
穣
の
秋
を
迎
え
ら

れ
る
こ
と
を
ご
祈
念
申
し
上
げ
、
新
年
の
ご
あ
い

さ
つ
と
い
た
し
ま
す
。 

 



  －  １ － 
 

 農地を荒廃させないためにも 
  ①草刈りや景観植物を植えるなどの保全管理 
  ②近隣の農業者への賃貸・売買 
  などの対応をよろしくお願いします。 

 
 

農地パトロールを実施しました！！ 
  

 石狩市農業委員会では毎年、優良農地の確
保と違反転用の発生防止のため、各地区ごと
にパトロールを行っています。昨年の８月、
市内を浜益区・厚田区・花畔地区・生振地
区・北生振地区の５地区にわけパトロールを
実施しました。 

 

 農地の賃貸・売買については農業委員会事務局まで、ご相談ください。 

 地域農業現況調査では、石狩市内の先進的な取り
組み事例や作況について、農業改良普及センターの
方々と視察・調査しました。 
 
◆実 施 日 平成29年9月8日（金） 
◆調査地区 厚田区発足、高岡、八幡1･5丁目 
◆調査品目 いちご、水稲、果樹、試験ほ場 

平成２９年度 地域農業現況調査 

平成２９年度 石狩地方農業委員会連合会道内研修 

 石狩管内の農業委員会連合会が主催する、先進地視 
察研修に参加しました。 
 
◆研 修 日 平成29年11月13日（月）から14日（火） 
◆参 加 者 須藤義春 会長、吉井重正 事務局次長 
◆研 修 先 ①株式会社Ｊファーム（苫小牧市） 
      ②レディースファームスクール（新得町） 
      ③十勝農業試験場（芽室町） 



  －  ２ － 
 

石狩市農地賃借料情報 
平成2９年1月から12月までに締結（公告）された賃貸借における 
賃借料水準（10ａ当たり）は、以下のとおりとなっております。 

１ 田の部（転作田含む） 

２ 畑の部 

締結（公告）された地区名 平均額 最高額 最低額 データ数 備   考 

 旧石狩市 9 , 1 0 0 円  1 4 , 6 0 0 円  3 , 0 0 0 円  1 9 7    

（内訳）・石狩川左岸地区 9 , 0 0 0 円  1 4 , 6 0 0 円  3 , 9 0 0 円  1 0 3    
（内訳）・石狩川右岸地区 9 , 3 0 0 円  1 3 , 1 0 0 円  3 , 0 0 0 円  9 4    
（用途内訳)・水 田 9 , 7 0 0 円  1 3 , 1 0 0 円  8 , 5 0 0 円  6 9    
      ・転作田 8 , 8 0 0 円  1 4 , 6 0 0 円  3 , 0 0 0 円  1 2 8    

 厚田区 9 , 1 0 0 円  1 3 , 0 0 0 円  3 , 0 0 0 円  1 7 1    

（内訳）・聚富地区 9 , 2 0 0 円  1 2 , 5 0 0 円  6 , 0 0 0 円  5 3    
     ・望来地区 9 , 5 0 0 円  1 2 , 0 0 0 円  7 , 2 0 0 円  8 6    
     ・厚田地区 7 , 9 0 0 円  1 3 , 0 0 0 円  3 , 0 0 0 円  3 2    
（用途内訳)・水 田 9 , 8 0 0 円  1 2 , 5 0 0 円  7 , 3 0 0 円  9 0    
      ・転作田 8 , 3 0 0 円  1 3 , 0 0 0 円  3 , 0 0 0 円  8 1    

 浜益区 1 4 , 7 0 0 円  1 5 , 0 0 0 円  1 1 , 0 0 0 円  2 7 0    

（参考）石狩市平均 1 1 , 5 0 0 円    6 3 8    

締結（公告）された地区名 平均額 最高額 最低額 データ数 備   考 

 旧石狩市 4 , 5 0 0 円  7 , 2 0 0 円  2 , 3 0 0 円  8 3    

 厚田区 3 , 9 0 0 円  5 , 0 0 0 円  2 , 5 0 0 円  3 5    

 浜益区 －  －  －  －   データなし 

（参考）石狩市平均 4 , 4 0 0 円      1 1 8    

＊１ データ数は、集計に用いた筆数 
＊２ 金額は、算出結果を四捨五入し１００円単位としている 

「農業者年金」に加入しましょう！ 
「農業者年金」は農業者の老後安定・福祉向上を図る、積立方式確定拠出型の年金です。 

農業者年金には様々なメリットがあります！ 

   ①積み立て方式で少子高齢時代に強い    ②保険料の額は自由に決められます    

  ③80歳まで保証付の終身年金です       ④支払った保険料全額が、社会保険料控除の対象 

  ⑤意欲ある担い手は国から助成を受けられます       

詳しくはJA窓口、農業委員会事務局へおたずねください。 

※年金受給者が亡くなられた場合には届出が必要です。 JA窓口、農業委員会事務局までご連絡ください。 



全国農業新聞の購読申込みについて 

 ７月に農業委員が改選し、約半年が経とうと
しています。今回の「ひだまり」では、この間
に行われた活動状況について掲載しました。 
 
 「ひだまり」は皆様に身近で必要な情報・記
事を掲載していきたいと考えております。ご意
見お待ちしています。 
 
   皆様にとりまして、今年が良き一年であ
り  ますよう、祈念いたします。 
 

           編集・発行   石狩市農業委員会  
 〒061-3292 石狩市花川北6条1丁目30-2  

市役所3F 
 TEL 0133-72-3147  
 FAX 0133-72-3540 

  
  

  －  ３ － 
 

「皆さんからのご意見お待ちしています！」 

ひだまり編集委員紹介 

 ◆ 久 慈  貞 子 委員 
 ◆ 山 下  孝 夫 委員 
 ◆ 宮 北  義 雄   委員 の３名です 
 

編 集 後 記 

  編集委員 宮北 義雄  
 

 全国農業新聞は農業者の公的代表機関である
農業委員会系統組織が発行する農業総合専門紙
です。 
 
 購読の申し込みは農業委員会で受け付けてい
ます。お電話（ 0133-72-3147 ）等でお申
し込み、また気軽にお問い合わせください。 
 
 
 

  ◆毎週金曜日発行 
 ◆購読料は月額７00円（年間8,400円） 

 
 
 
  

 農業委員会では、農家の皆さんの家族構成・農業経営状況等を的確に把握し、各種証明書発
行の際の基礎資料とするため、農地台帳登載内容調査票を配布し、１月１日現在の世帯員・農
地等の状況をお知らせいただいています。 
 

  調査の対象者は･････ 
   ① 満２０歳以上の人 
   ② 平成３０年１月１日現在、３０アール以上の農地で農業を営んでいる人 
   ③ ②の同居の親族またはその配偶者であって、年間概ね６０日以上農業に従事する人 
 
  提出先は･････ 
   ○ 農業委員会事務局(市役所３階）、市役所厚田支所・浜益支所（地域振興課） 
   ○ ＪＡいしかり本店・花畔支店 
   ○ ＪＡ北いしかり厚田支所・浜益事業所 
 

提出期限を１月１９日（金）とさせていただきます。 
大切な調査です！ご協力よろしくお願いいたします。 

 
 

農地台帳登載内容調査の実施について 


